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別表 

 

１ 魅力ある地域づくり事業 

補 助 事 業 者  市町村、複数市町村、複数市町村による団体、一部事務組合、その他知事が適当であると認

める団体 

補 助 対 象 

経 費 

 補助事業に要する経費から制度上充てられる地方債等の特定財源を控除して得た補助事業

者の一般財源に係る経費 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償を除く。）、食糧費、

交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リース

による対応が困難かつ耐用年数５年以上の備品であって、１品当たりの取得価額が20万円以

上のものを除く。）、用地取得費（環境保全のための計画的な緑地取得事業等を除く。）、施設等

の解体撤去費用、基本設計に係る費用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長の場

合は事務所長）が不適当と認める経費 

補 助 率  1/2以内（前年度における普通交付税不交付団体は1/3以内） 

 なお、下記のいずれかの要件を満たし、知事が特別に認める場合は2/3以内（前年度におけ

る普通交付税不交付団体は1/2以内） 

  ・先進的な事業 

  ・他の市町村の参考となる事業 

  ・他の市町村との広域連携による事業 

  ・民間企業等との官民連携による事業 

補 助 期 間  ① １年度以内 

 ② 特に計画性が認められる事業は２年度以内 

 ③ 地域の未来を考える政策プロジェクト会議での議論に基づく事業で、市町村まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に掲載される事業を複数年度で実施する場合は３年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 ①・②：2,500万円  ③：1,000万円 

 下限額 市：80万円 町村：40万円 

 ※②の上限額は補助期間を通じた限度額（２年間合計で2,500万円）、③の上限額は単年度

の限度額 

 ※下限額は単年度の限度額 

 

 

２ 市町村と地域団体との協働事業 イ コミュニティ活動の拠点施設整備事業 

補 助 事 業 者  地域団体のコミュニティ活動の拠点施設の整備に対して補助金を交付する市町村 

補 助 対 象 

経 費 

 地域団体のコミュニティ活動の拠点施設の整備に対して市町村が交付する補助金に要する

経費 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償を除く。）、食糧費、

交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リース

による対応が困難かつ耐用年数５年以上の備品であって、１品当たりの取得価額が 100 万円

以上のものを除く。）、用地取得費（環境保全のための計画的な緑地取得事業等を除く。）、施設

等の解体撤去費用、基本設計に係る費用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長の

場合は事務所長）が不適当と認める経費 

補 助 率  1/2以内（前年度における普通交付税不交付団体は1/3以内） 

補 助 期 間  １年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 500万円  

 下限額 市：80万円 町村：40万円 
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２ 市町村と地域団体との協働事業 ロ レジリエント機能強化支援事業 

補 助 事 業 者  地域におけるレジリエントの強化に取り組む地域団体へ補助金を交付する市町村 

補 助 対 象 

経 費 

 自治会等の地域団体による地域におけるレジリエント機能の強化に資する事業に対して市

町村が交付する補助金に要する経費 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償を除く。）、食糧費、

交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（災害時

の使用を目的とした備品で地域団体が管理できるものを補助対象とする。）、用地取得費（環境

保全のための計画的な緑地取得事業等を除く。）、施設等の解体撤去費用、基本設計に係る費

用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長の場合は事務所長）が不適当と認める経

費、ハード事業に係る経費 

補 助 率  1/2以内（前年度における普通交付税不交付団体は1/3以内） 

補 助 期 間  １年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 100万円  

 下限額 なし 

 

 

３ 広域連携によるスマート自治体転換等支援事業 

補 助 事 業 者  複数市町村、複数市町村による団体、一部事務組合等 

補 助 対 象 

経 費 

 補助事業に要する経費のうち、市町村の負担額に相当する経費 

 なお、補助事業者に政令指定都市が含まれるときは、補助対象経費は当該政令指定都市の負

担分を除く。 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償を除く。）、食糧費、

交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リース

による対応が困難かつ耐用年数５年以上の備品であって、１品当たりの取得価額が 100 万円

以上のものを除く。）、用地取得費（環境保全のための計画的な緑地取得事業等を除く。）、施設

等の解体撤去費用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長の場合は事務所長）が不

適当と認める経費 

補 助 率  1/2以内 

補 助 期 間  補助事業実施期間として知事が認めた期間 

補 助 限 度 額  上限額 5,000万円  

 下限額 町村を含まない連携：80万円 町村を含む連携：40万円 

 ※上限額は補助期間を通じた限度額 

 ※下限額は単年度の限度額 
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４ 住むなら埼玉移住促進事業 イ お試し住宅の整備等に関する事業 

補 助 事 業 者  市町村、複数市町村、複数市町村による団体 

補 助 対 象 

経 費 

 移住促進のために行う 

 ① お試し居住用住宅の整備に要する経費 

 ② ①と組み合わせて実施する移住促進イベント、移住体験ツアー等に要する経費 

 ＜例＞ 設計費（基本設計に係る費用を除く。）、新設・改修工事費、建物取得費、賃貸借契

約料、工事監理費、需用費（食糧費を除く。）、役務費、委託料、使用料、賃借料、補

助金・負担金 等 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償を除く。）、食糧費、

交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リース

による対応が困難かつ耐用年数５年以上の備品であって、１品当たりの取得価額が20万円以

上のものを除く。）、用地取得費、施設等の解体撤去費用、基本設計に係る費用、その他、地域

振興センター所長（所管が事務所長の場合は事務所長）が不適当と認める経費 

補 助 率  2/3以内（前年度における財政力指数（前年度を含む過去３か年の平均）が町村の単純平均

以下の市町村は3/4以内） 

補 助 期 間  ３年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 1,500万円 

 下限額 市：80万円 町村：40万円（「複数市町村」に町村を含む場合下限額は40万円、

含まない場合は80万円） 

 ※上限額・下限額とも単年度の限度額 

 

 

４ 住むなら埼玉移住促進事業 ロ お試し就業・お試し就農施設の整備等に関する事業 

補 助 事 業 者  市町村、複数市町村、複数市町村による団体 

補 助 対 象 

経 費 

 移住促進のために行う 

 ① 個人又は団体に貸し出すことを目的とした店舗、工房、農園等のお試し就業・就農用施

設の整備に要する経費 

 ② ①と組み合わせて実施する移住促進イベント、移住体験ツアー等に要する経費 

 ＜例＞ 設計費（基本設計に係る費用を除く。）、新設・改修工事費、建物取得費、賃貸借契

約料、工事監理費、需用費（食糧費を除く。）、役務費、委託料、使用料、賃借料、補

助金、負担金 等 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償を除く。）、食糧費、

交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リース

による対応が困難かつ耐用年数５年以上の備品であって、１品当たりの取得価額が20万円以

上のものを除く。）、用地取得費、施設等の解体撤去費用、基本設計に係る費用、その他、地域

振興センター所長（所管が事務所長の場合は事務所長）が不適当と認める経費 

補 助 率  2/3以内（前年度における財政力指数（前年度を含む過去３か年の平均）が町村の単純平均

以下の市町村は3/4以内） 

補 助 期 間  ３年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 1,500万円 

 下限額 市：80万円 町村：40万円（「複数市町村」に町村を含む場合下限額は40万円、

含まない場合は80万円） 

 ※上限額・下限額とも単年度の限度額 
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４ 住むなら埼玉移住促進事業 ハ 移住サポート拠点の整備等に関する事業 

補 助 事 業 者  市町村、複数市町村、複数市町村による団体 

補 助 対 象 

経 費 

 移住促進のために行う 

 ① 移住希望者の相談対応や移住後のフォローアップ等に取り組む移住サポート拠点の施

設整備又は体制整備に要する経費 

 ② ①と組み合わせて実施する移住促進イベント、移住体験ツアー等に要する経費 

 ＜例＞ 移住サポート拠点専従職員の人件費・旅費、設計費（基本設計に係る費用を除く。）、

新設・改修工事費、建物取得費、賃貸借契約料、工事監理費、需用費（食糧費を除く。）、

役務費、委託料、使用料、賃借料、補助金・負担金 等 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償及び移住サポート拠

点専従職員に係る経費を除く。）、食糧費、交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維

持管理等に係る経費、備品購入費（リースによる対応が困難かつ耐用年数５年以上の備品であ

って、１品当たりの取得価額が20万円以上のものを除く。）、用地取得費、施設等の解体撤去

費用、基本設計に係る費用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長の場合は事務所

長）が不適当と認める経費 

補 助 率  2/3以内（前年度における財政力指数（前年度を含む過去３か年の平均）が町村の単純平均

以下の市町村は3/4以内） 

補 助 期 間  ３年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 1,500万円 

 下限額 市：80万円 町村：40万円（「複数市町村」に町村を含む場合下限額は40万円、

含まない場合は80万円） 

 ※上限額・下限額とも単年度の限度額 
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４ 住むなら埼玉移住促進事業 二 埼玉版地域おこし協力隊に関する事業 

補 助 事 業 者  人口減少率３％以上（※）の市町村（地域おこし協力隊推進要綱（平成21年３月31日付け

総行応第38号）の財政措置の対象となる市町村を除く。） 

 ※ 国勢調査令によって調査した平成 22 年 10 月１日現在の市町村人口及び同令によって

調査した令和2年10月１日現在の市町村人口を用いて算出した人口減少率が３％以上 

補 助 対 象 

経 費 

 埼玉版地域おこし協力隊（地域おこし協力隊推進要綱（平成 21 年３月 31 日付け総行応第

38号）に準じ補助事業者が実施する事業）に要する経費 

 ただし、隊員は他都道府県（国が地域おこし協力隊の地域要件確認表で定めた政令指定都市

以外の条件不利地域を除く。）から住民票を移動させた者に限る。 

 ①隊員の人件費 ②隊員の活動経費 ③隊員の募集に関する経費 ④隊員の日々のサポー

トに要する経費 

 ＜例＞ 

 ① 隊員の人件費 

  ② 隊員の旅費、住居・活動車両の借上費、作業道具・消耗品等に要する経費、関係者間

の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会に関する経費、隊員の研修に関する

経費、定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費 

  ③ 都市部における募集・ＰＲ経費、現地説明会に要する経費、２泊３日以上の地域活動

体験プログラムを実施する経費、各種コーディネートを実施するＮＰＯ法人等に関す

る委託費 

  ④ 現役隊員の活動や生活に関する日々の相談業務、地域住民とのつながりづくり、研修

会の企画・運営など、隊員経験者や隊員を支援する団体等に委託する経費等 

 ①は１人当たり350万円、②は200万円を上限とし、市町村当たり２名分を上限とする。 

 ③は市町村当たり150万円（うち、２泊３日以上の地域活動体験プログラムは50万円を上

限）を上限とする。 

 ④は市町村当たり100万円を上限とする。 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、食糧費、交際費、金銭の給付と同視されるも

の、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リースによる対応が困難かつ耐用年数５年

以上の備品であって、１品当たりの取得価額が20万円以上のものを除く。）、用地取得費、施

設等の解体撤去費用、基本設計に係る費用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長

の場合は事務所長）が不適当と認める経費 

補 助 率  2/3以内（前年度における財政力指数（前年度を含む過去３か年の平均）が町村の単純平均

以下の市町村は3/4以内） 

補 助 期 間  ３年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 900万円（前年度における財政力指数が町村の単純平均以下の市町村は1,012万円） 

 下限額 市：80万円 町村：40万円 

 ※上限額・下限額とも単年度の限度額 
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４ 住むなら埼玉移住促進事業 ホ 埼玉版地域おこし協力隊インターンに関する事業 

補 助 事 業 者  人口減少率３％以上（※）の市町村（地域おこし協力隊推進要綱（平成21年３月31日付け

総行応第38号）の財政措置の対象となる市町村を除く。） 

 ※ 国勢調査令によって調査した平成22年10月１日現在の市町村人口及び同令によって

調査した令和２年10月１日現在の市町村人口を用いて算出した人口減少率が３％以上 

補 助 対 象 

経 費 

 埼玉版地域おこし協力隊の導入段階として短期間で副業的に地域活動に従事する者に要す

る経費 

 ただし、他都道府県（国が地域おこし協力隊の地域要件確認表で定めた政令指定都市以外の

条件不利地域を除く。）に居住する者に限る。 

 ①隊員の人件費・活動経費 ②隊員の募集に関する経費 

 ＜例＞ 

 ① 隊員の人件費、隊員の旅費、作業道具・消耗品等に要する経費、関係者間の調整・住

民や関係者との意見交換会・活動報告会に関する経費、隊員の研修に関する経費、定住

に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費 

  ② 都市部における募集・ＰＲ経費、現地説明会に要する経費、２泊３日以上の地域活動

体験プログラムを実施する経費、各種コーディネートを実施するＮＰＯ法人等に関す

る委託費 

 ①は１人・１日当たり1.2万円を上限とする。なお、１年度当たり２人までとし、合計で30

日分を上限とする。 

 ②は市町村当たり150万円（うち、２泊３日以上の地域活動体験プログラムは50万円を上

限）を上限とする。ただし、同年度に埼玉版地域おこし協力隊事業を行う場合は、合わせて150

万円を上限とする。 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、食糧費、交際費、金銭の給付と同視されるも

の、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リースによる対応が困難かつ耐用年数５年

以上の備品であって、１品当たりの取得価額が20万円以上のものを除く。）、用地取得費、施

設等の解体撤去費用、基本設計に係る費用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長

の場合は事務所長）が不適当と認める経費 

補 助 率  2/3以内（前年度における財政力指数（前年度を含む過去３か年の平均）が町村の単純平均

以下の市町村は3/4以内） 

補 助 期 間  １年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 124万円（前年度における財政力指数が町村の単純平均以下の市町村は139万円） 

 下限額 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表-7 

 

４ 住むなら埼玉移住促進事業 へ サテライトオフィス等の整備等に関する事業 

補 助 事 業 者  市町村、複数市町村、複数市町村による団体 

補 助 対 象 

経 費 

 地域振興の担い手の確保及び地域における就業のために行う 

 ① サテライトオフィス・コワーキングスペースの整備に要する経費 

 ② サテライトオフィス・コワーキングスペースの整備を契機とした関係人口創出のため

の地元住民とのイベント等に要する経費 

 ＜例＞設計費（基本設計に係る費用を除く。）、新設・改修工事費、建物取得費、賃貸借契約

料、工事監理費、需用費（食糧費を除く。）、役務費、委託料、使用料、賃借料 等 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償を除く。）、食糧費、

交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リース

による対応が困難かつ耐用年数５年以上の備品であって、１品当たりの取得価額が20万円以

上のものを除く。）、用地取得費（環境保全のための計画的な緑地取得事業等を除く。）、施設等

の解体撤去費用、基本設計に係る費用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長の場

合は事務所長）が不適当と認める経費 

補 助 率  2/3以内（前年度における財政力指数（前年度を含む過去３か年の平均）が町村の単純平均

以下の市町村は3/4以内） 

補 助 期 間  ３年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 ①：5,000万円 ②：140万円  

 下限額 市：80万円 町村：40万円 

 ※上限額・下限額とも単年度の限度額 

 

 

５ 県重点政策連動事業 

補 助 事 業 者  市町村 

補 助 対 象 

経 費 

 補助事業に要する経費から制度上充てられる地方債等の特定財源を控除して得た補助事業

者の一般財源に係る経費 

 ① 埼玉版SDGs推進事業 

 ② 高齢者の健康と活躍・少子化対策に関する事業 

 ③ 共生社会の実現に関する事業 

 ④ 水辺deベンチャーチャレンジ等に関する事業 

補 助 対 象 

外 経 費 

 公租公課費、報償費（講師等の謝金を除く。）、旅費（講師等の費用弁償を除く。）、食糧費、

交際費、金銭の給付と同視されるもの、経常的な維持管理等に係る経費、備品購入費（リース

による対応が困難かつ耐用年数５年以上の備品であって、１品当たりの取得価額が20万円以

上のものを除く。）、用地取得費（環境保全のための計画的な緑地取得事業等を除く。）、施設等

の解体撤去費用、基本設計に係る費用、その他、地域振興センター所長（所管が事務所長の場

合は事務所長）が不適当と認める経費 

補 助 率  ソフト事業：2/3以内（前年度における普通交付税不交付団体は1/2以内） 

 ハード事業：1/2以内（前年度における普通交付税不交付団体は1/3以内） 

補 助 期 間  ３年度以内 

補 助 限 度 額  上限額 ①：1,000万円 ②・③：2,500万円 ④：5,000万円 

 下限額 市：80万円 町村：40万円 

 ※上限額・下限額とも単年度の限度額  

 

 

 

 

 

 

 



別表-8 

 

６ 市町村緊急支援事業 

補 助 事 業 者  市町村、一部事務組合 

補 助 対 象 

経 費 

 補助事業に要する経費から制度上充てられる地方債等の特定財源を控除して得た補助事業

者の一般財源に係る経費 

補 助 対 象 

外 経 費 

 用地取得費（取得のための測量委託費及び物件移転等補償費を含む。）、事務的経費のほか、

類似の補助事業の補助対象外経費を参考とする。 

補 助 率  国の災害復旧事業（補助）の基本補助率2/3を参考とする。 

補 助 期 間 １年度以内 

補 助 限 度 額  補助対象経費の範囲内で補助事業の目的、規模、補助事業者の財政力その他の事情を勘案し

て知事が定める額 

 

 


